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規

則

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
四
号

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第

九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員

」
に
、
「受

付
印

」
を
「経

由
機
関

及
び
受
付
日

」
に
、

「１
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
を

「

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」
に
改
め

る
。別

記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員

」
に
、
「受

付
印

」
を
「経

由
機
関

及
び
受
付
日

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員

」
に
、
「受

付
印

」
を
「経

由
機
関

及
び
受
付
日

」
に
、

「１
認
定
計
画
実
施
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

２
認
定
計
画
実
施
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署

で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
を

「
認
定
計
画
実
施
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員

」
に
、
「受

付
印

」
を
「経

由
機
関

及
び
受
付
日

」
に
、

「（
１
）

認
定
計
画
実
施
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
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認
定
計
画
実
施
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
を

「
認
定
計
画
実
施
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
五
号

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規

則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「１
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
で
き
ま
す
。

」
を

「※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「１
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
建
築
主
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
で
き
ま
す
。

」
を

「※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑

化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号

東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

ア
パ
ー
ト

住
宅

号

」
を

「

ア
パ
ー
ト

号
棟

号

」
に
、

「氏
名
（
印
）

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中

「

名
義
人
番
号

」
を
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「

」
に
、

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
中
備
考

１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
表
中
「印

」
及
び
「階

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「番

号

」
を
「第

号

」
に
、
「号

室

」
を
「号

」
に

改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「抜

す
い

」
を
「抜

粋

」
に
、
「示
め
す

」

を
「示

す

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
様

式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規

則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
、
第
三
条
、
第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
の
所
管
す
る
区
域

を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
行
為
の
区
域
又
は
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
東
京
都
多

摩
環
境
事
務
所
長
を
、
東
京
都
支
庁
の
所
管
す
る
区
域
を
当
該
行
為
の
区
域
又
は
場
所
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
所
管
の
東
京
都
支
庁
の
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
第
十
九
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
十
九
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
、
第
十
九
条
の
九
第
五
項
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
十
一
項
中
「
し
、
こ
れ
に
署
名
押
印
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
「よ

る
許
可
に
係
る
許
可
証
の
番
号

」
を
「係

る
許
可
証

番
号

」
に
、
「の

規
定
に
よ
る
許
可
の

」
を
「に

定
め
る
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
当
該

所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
の
監
督
の
下
に
麻
酔
銃
猟
を
実
施
す
る

」
に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等

１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３

を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()裏
中

「

氏
名

印
生
年
月
日

」
を



令和3年3月31日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 32） ４

「
氏

名
生
年
月
日

」
に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
()表
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
記
載

上
の
注
意
事
項
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
２
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

１９条
の
９
第
６
項

」
を
「第

１９条
の
９
第
５
項

」
に
改

め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
１
と
し
、
記
載

上
の
注
意
事
項
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
２
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

１９条
の
９
第
５
項

第
２０
条
第
５
項

」
を
「第

２０
条
第
５
項

」
に
改

め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、

記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の

注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等

３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
か
ら
７
ま
で
を
記
載
上
の
注
意
事
項

等
３
か
ら
６
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
三
()表
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
三
()裏
中

「

氏
名

印
生
年
月
日

」
を

「

氏
名

生
年
月
日

に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
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」

注
意
事
項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を

記
載
上
の
注
意
事
項
等
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
()表
中

「（
電
話
番
号
）

」
を

「〒（
電
話
番
号
）

」
に
改
め
、

「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等

２
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
()裏
中
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
し
、
記
載
上

の
注
意
事
項
等
５
か
ら
８
ま
で
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
か
ら
７
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
三
中

「（
電
話
番
号
）

」
を

「〒（
電
話
番
号
）

」
に
改
め
、

「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等

２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
５
を

記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
四
中

「（
電
話
番
号
）

」
を

「〒（
電
話
番
号
）

」
に
改
め
、

「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
記
載
上
の
注
意
事
項
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を

記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
記
載

上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
記
載

上
の
注
意
事
項
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事

項
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
３
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を

記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
記
載

上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を

記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記

載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
()表
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事

項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
か
ら
６
ま
で
を
記
載
上
の
注
意

事
項
等
２
か
ら
５
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
()裏
中

「

氏
名

印
職

業

」
を
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「
氏

名
職

業

」
に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の

上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
()裏
中
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上

の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
同
様
式

（
裏
）
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
⑴
及
び
⑶
中
「銃

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
許
可
証

」
を
「猟

銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）

中
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２

を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
と
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
()裏
中
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上

の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
と
し
、
同
様
式

（
裏
）
記
載
上
の
注
意
事
項
等
４
⑵
中
「銃

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定

に
よ
る
許
可
に
係
る
許
可
証

」
を
「猟

銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
中
記
載

上
の
注
意
事
項
等
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
()裏
中

「

」
を

「

」
に
、

「銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係

る
許
可
証
の
番
号

」
を

「猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
番
号

」
に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項

等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等

３
か
ら
６
ま
で
を
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
か
ら
５
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
()裏
中
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「

」
を

「

」
に
、

「銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係

る
許
可
証
の
番
号

」
を

「猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
番
号

」
に
改
め
、
記
載
上
の
注
意
事
項

等
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
２
を
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
等
３
か
ら
６
ま
で
を
記
載

上
の
注
意
事
項
等
２
か
ら
５
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
記

載
上
の
注
意
事
項
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
八
号

温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

温
泉
法
施
行
細
則
（
平
成
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
の
三
、
第
七
号
様
式
の
四
()表
、
第
七
号
様
式
の
十

二
、
第
七
号
様
式
の
十
三
、
第
八
号
様
式
の
三
、
第
八
号
様
式
の
四
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様

式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
温
泉
法
施
行
細
則
別
記
第
五
号
様
式
、
第

六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
の
三
、
第
七
号
様
式
の
四
、
第
七
号
様
式
の
十
二
、
第
七
号
様
式
の
十
三
、

第
八
号
様
式
の
三
、
第
八
号
様
式
の
四
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に

残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
九
号

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
廃
棄
物
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
()表
中

「

」
を
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「

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、

同
様
式
()裏
中
「
抜
す
い
」
を
「
抜
粋
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「

名
称

」

を
「

東
京
都
徴
収
事
務
受
託
者

名
称

」
に
改
め
、

「

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「発
行
者

」
を
「代

表
者

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
「

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「き

損

」
を
「毀

損

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
()表
及
び
第
十
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
()表
、
第
十
四
号
様
式
()表
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削

る
。別

記
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「き

損

」
を
「毀

損

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
の
二
様
式
及
び
第
十
九
号
の
三
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
号
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中

「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
()表
中
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「

」
を

「

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
廃
棄
物
規
則
別
記
第
三
号
様
式
か

ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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